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共同研究に係る間接経費率の「特別措置」終了について（ご案内） 

 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、九州大学の学術研究及び産

学官連携活動の推進にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 さて、本学におきましては、産学官連携活動の推進・支援に要する管理的経費の増大に伴い、

令和４年７月１日より共同研究に係る間接経費率を直接経費の３０％以上へ改定いたしました。 

 

 この改定に際し、令和４年６月３０日以前の原契約について変更契約を行う場合は、例外的に

旧率（間接経費率２０％）による契約を可能とする特別措置を設けておりました。しかしながら、

改定から相当期間が経過した現在も例外的な運用が継続しており、本来の制度設計との乖離が生

じております。つきましては、制度の公平性を担保するため、当該措置を終了し、今後は一律で

本学共同研究規則実施細則に定める「３０％以上」（直接経費及び知的貢献費の合計の３０％以上

の額）を適用する運用に一本化することといたしました。 

 

 近年、企業等の事業戦略の複雑化・多様化への対応や、施設・設備の維持管理費が増大してお

り、本学が負担する管理的経費が大きくなっている状況にあります。直近の試算では、管理的経

費の実態は直接研究費の約４０．８２％に達しており、今回の措置はこうした実態との乖離を解

消するためのものでございます。 

  

 本学はさらなる産学官連携機能の強化に取り組むとともに、世界と伍する研究力の強化、研究

教育成果の社会展開を推進して参りますので 、何卒本見直しの趣旨にご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 

 

             （本件の問い合わせ先）九州大学研究・産学官連携推進部産学官連携推進課 

TEL：092-400-0538 E-MAIL：snsrenkei@jimu.kyushu-u.ac.jp  


